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ご注意︓この⽂書は、当投資法⼈の資⾦の借⼊に関して⼀般に公表するための記者発表⽂であり、投資勧誘を⽬的として作成されたもので
はありません。投資を⾏う際は、必ず当投資法⼈が作成する新投資⼝発⾏及び投資⼝売出届出⽬論⾒書並びに訂正事項分をご覧頂い
た上で、投資家ご⾃⾝の責任と判断で投資なさるようにお願いします。また、この⽂書は、⽶国における証券の募集を構成するもの
ではありません。1933年⽶国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を⾏うか、⼜は登録の免除を受ける場合
を除き、⽶国において証券の募集⼜は販売を⾏うことはできません。仮に⽶国において証券の公募が⾏われる場合には、1933年⽶
国証券法に基づいて作成される英⽂のプロスペクタスが⽤いられ、当該プロスペクタスは、当該証券の発⾏法⼈⼜は売出⼈より⼊⼿
することができますが、これには発⾏法⼈及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件にお
いては⽶国における証券の募集は⾏われません。 
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資⾦の借⼊に関するお知らせ 
 

当投資法⼈は、本⽇、下記のとおり資⾦の借⼊を決定しましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
 
１．借⼊の理由 

2026 年 3 ⽉ 11 ⽇付で公表いたしました「国内不動産信託受益権の取得に関するお
知らせ」に記載の国内不動産信託受益権(新宿イーストサイドスクエア)の追加取得によ
り減少した⼿元資⾦に充てるとともに、2026 年 3 ⽉ 19 ⽇付で公表いたしました「国内
不動産及び国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」に記載の国内不動産信託受
益権（サッポロアーチビル）の取得に係る購⼊資⾦に充てるため。 

 
 

２．借⼊の内容 
 
    借⼊① 

(1) 借⼊⾦額 5,000 百万円 
(2) 借⼊先 農林中央⾦庫 
(3) 利率 基準⾦利（全銀協 3 ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.060％ 

（注１） 
(4) 借⼊⽇ 2026 年 3 ⽉ 25 ⽇ 
(5) 借⼊⽅法 借⼊先と締結した当座貸越約定書に基づく借⼊ 
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ご注意︓この⽂書は、当投資法⼈の資⾦の借⼊に関して⼀般に公表するための記者発表⽂であり、投資勧誘を⽬的として作成されたもので

はありません。投資を⾏う際は、必ず当投資法⼈が作成する新投資⼝発⾏及び投資⼝売出届出⽬論⾒書並びに訂正事項分をご覧頂い
た上で、投資家ご⾃⾝の責任と判断で投資なさるようにお願いします。また、この⽂書は、⽶国における証券の募集を構成するもの
ではありません。1933年⽶国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を⾏うか、⼜は登録の免除を受ける場合
を除き、⽶国において証券の募集⼜は販売を⾏うことはできません。仮に⽶国において証券の公募が⾏われる場合には、1933年⽶
国証券法に基づいて作成される英⽂のプロスペクタスが⽤いられ、当該プロスペクタスは、当該証券の発⾏法⼈⼜は売出⼈より⼊⼿
することができますが、これには発⾏法⼈及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件にお
いては⽶国における証券の募集は⾏われません。 

 無担保・無保証 
(6) 利払期⽇ 元本弁済⽇、並びに元本弁済⽇までの期間における 3

⽉、6⽉、9⽉及び 12⽉の各 25⽇（注２） 
(7) 元本弁済⽅法 元本弁済⽇に⼀括弁済 
(8) 元本弁済⽇ 2027 年 3 ⽉ 25 ⽇ 

(注 1)・利払期⽇に⽀払う利息の計算期間に適⽤する基準⾦利は、初回利払期⽇については借⼊⽇の２営業
⽇前、以降の利払期⽇については直前の利払期⽇の2営業⽇前における全銀協３ヶ⽉⽇本円TIBOR
となります。（2026 年３⽉ 23 ⽇現在の全銀協３ヶ⽉⽇本円 TIBOR は 1.28273％です。） 

・全銀協の⽇本円 TIBOR については、⼀般社団法⼈全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
https://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただけます。 

(注 2)・利払期⽇が営業⽇以外の場合はその翌営業⽇、但し翌営業⽇が翌⽉となる場合は直前の営業⽇となりま
す。 

 
 
    借⼊② 

(1) 借⼊⾦額 5,000 百万円 
(2) 借⼊先 信⾦中央⾦庫 
(3) 利率 基準⾦利（全銀協１ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.060％ 

（注１） 
(4) 借⼊⽇ 2026 年 3 ⽉ 25 ⽇ 
(5) 借⼊⽅法 

 
借⼊先と締結した当座貸越約定書に基づく借⼊ 
無担保・無保証 

(6) 利払期⽇ 元本弁済⽇及び元本弁済⽇までの期間における毎⽉の
各 25⽇（注２） 

(7) 元本弁済⽅法 元本弁済⽇に⼀括弁済 
(8) 元本弁済⽇ 2027 年３⽉ 25 ⽇ 

(注 1)・利払期⽇に⽀払う利息の計算期間に適⽤する基準⾦利は、初回利払期⽇については借⼊⽇の２営業
⽇前、以降の利払期⽇については直前の利払期⽇の 2 営業⽇前における全銀協 1 ヶ⽉⽇本円 TIBOR
となります。（2026 年３⽉ 23 ⽇現在の全銀協１ヶ⽉⽇本円 TIBOR は 0.98545％です。） 

・全銀協の⽇本円 TIBOR については、⼀般社団法⼈全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
https://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただけます。 

(注 2)・利払期⽇が営業⽇以外の場合はその翌営業⽇、但し翌営業⽇が翌⽉となる場合は直前の営業⽇となりま
す。 
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ご注意︓この⽂書は、当投資法⼈の資⾦の借⼊に関して⼀般に公表するための記者発表⽂であり、投資勧誘を⽬的として作成されたもので

はありません。投資を⾏う際は、必ず当投資法⼈が作成する新投資⼝発⾏及び投資⼝売出届出⽬論⾒書並びに訂正事項分をご覧頂い
た上で、投資家ご⾃⾝の責任と判断で投資なさるようにお願いします。また、この⽂書は、⽶国における証券の募集を構成するもの
ではありません。1933年⽶国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を⾏うか、⼜は登録の免除を受ける場合
を除き、⽶国において証券の募集⼜は販売を⾏うことはできません。仮に⽶国において証券の公募が⾏われる場合には、1933年⽶
国証券法に基づいて作成される英⽂のプロスペクタスが⽤いられ、当該プロスペクタスは、当該証券の発⾏法⼈⼜は売出⼈より⼊⼿
することができますが、これには発⾏法⼈及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件にお
いては⽶国における証券の募集は⾏われません。 

３．本件借⼊後の有利⼦負債の残⾼ 

(単位︓百万円)

本件実⾏前 本件実⾏後 増減

短期借⼊⾦ 40,000 50,000 +10,000

⻑期借⼊⾦(変動⾦利) 60,000 60,000 ±0

⻑期借⼊⾦(固定⾦利) 378,200 378,200 ±0

借⼊⾦合計 478,200 488,200 +10,000

投資法⼈債 12,993 12,993 ±0

投資法⼈債合計 12,993 12,993 ±0

有利⼦負債合計 491,193 501,193 +10,000

  

４．その他 
本件に係る借⼊の返済等に関わるリスクにつきましては、2026 年 3 ⽉ 19 ⽇に提出

した有価証券届出書「第⼆部 参照情報 第２ 参照書類の補完情報 ７ 投資リス
ク」に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。 
 
                                    以上 

 
 


